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千歳市ＧＰＳ除雪情報システム整備業務に係る公募型プロポーザル実施要領

千歳市ＧＰＳ除雪情報システム整備業務の内容並びに同業務に係る公募型プロポーザ

ルの各種手続、要件及び審査等の内容については、次のとおりとする。

第１ 目的

  本業務は、除雪車両に携行したＧＰＳ端末を用いて、除雪車両の作業状況管理及

び除雪費用の算出ができるシステム及びインターネット上で除雪情報（除雪車両の

現在地及び除雪を完了した路線の表示等に類するもの）の提供ができるシステムの

整備を行い、除雪業務の効率化及び適正化により市民サービスの向上を図ることを

目的とする。

また、この実施要領は、本市にとって最も優れた提案を行う事業者を公募型プロ

ポーザル方式（以下、「本プロポーザル」という。）により選定するために、必要

な事項を定めるものである。

第２ 業務概要

  １ 業務名 千歳市ＧＰＳ除雪情報システム整備業務

  ２ 業務内容

    (1) 別紙「千歳市ＧＰＳ除雪情報システム整備業務委託仕様書」のとおり

  ３ 履行期間 本契約締結日から令和６年３月31日まで

  ４ 見積価格上限額等

  この業務に係る見積価格上限額は１４,８９０,０００円（消費税及び地方消費税

の額を含む。）とし、業務委託料の積算にあっては、見積価格上限額の範囲内とす

ること。

第３ 担当部署

〒０６６－８６８６

北海道千歳市東雲町２丁目 34 番地

千歳市 建設部 道路管理課  維持係（担当：矢取、村井）

電話 ０１２３－２４－０４０６

FAX   ０１２３－２２－８８５３

e-Mail dorokanri@city.chitose.lg.jp

  

第４ 参加資格要件

公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次

のすべての要件を満たしていること。

(1)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない
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者であること。

(2)公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても、千歳市競争入札

参加資格者指名停止措置要綱（平成 14 年 12 月 18 日千歳市長決裁）に基づく指

名停止を受けていない者であること。

(3)会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと。

(4)千歳市暴力団排除条例（平成 26 年千歳市条例第１号）に規定する暴力団員等で

ないこと及び暴力団員等との関係を有していない者であること。

(5)過去 5 年以内に下記に示される「同種業務」の実績を 1 件以上有しているこ

と（平成 29 年 4 月１日以降に完了した業務に限る）。

【同種業務】

一般国道、都道府県道、市町村道の除雪作業にスマートフォンを活用した除雪管理シ

ステム（稼働実績を自動取得し、除雪作業日報及び月報（稼働時間及び除雪作業費を集

計））の構築、運用、保守業務のすべてを含んでいること。

※ 除雪情報（除雪車両の現在地及び除雪を完了した路線の表示等に類するもの）をイ

ンターネット上で一般公開したことがあること。

※ システム本格導入実績を対象とし、一部の除雪車両を対象とした試行導入実績や導

入実験実績は対象外とする。

第５ 参加表明手続

  １ 参加表明書の提出

参加希望者は、次のとおり参加表明書及び資料（以下「参加表明書等」とい

う。）を提出しなければならない。

  なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと

認められた者は、このプロポーザルに参加することができない。

(1) 提出書類

      ア 参加表明書（様式１）

      イ 業務実績調書（様式４）

   (2) 提出期限：令和５年７月21日（金）午後５時15分まで

   (3) 提出場所：第３に同じ。

(4) 提出方法：持参又は郵送による。（郵送の場合は提出期限に必着とする。）

※ 持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前８時45分から

午後５時15分までとする。郵送の場合は、受付期間内に必着させるとともに、書

留等の配達記録が残る方法を利用するものとする。
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  ２ 参加資格の確認等

   (1) 参加資格要件の確認及び企画提案書提出依頼

第４に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、令和５年７月 26日

（水）までに次に掲げる事項を記載した参加資格要件確認結果通知書（様式２）

を通知する。併せて参加資格要件を有する者に、企画提案書の提出を依頼する。

ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び企画提案書

の提出を依頼する旨

イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由

並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨

(2) 参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次のとおり書面（様式

は任意）により市長に対し説明を求めることができる。

      ア 提出期間：令和５年７月31日（月）までの休日を除く、午前８時45分から

午後５時15分まで

      イ 提出場所：第３に同じ

      ウ 提出方法：持参又は郵送による。（郵送の場合は提出期限に必着とする。）

※ 持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前８時45分か

ら午後５時15分までとする。郵送の場合は、受付期間内に必着させるととも

に、書留等の配達記録が残る方法を利用するものとする。

(3) 市長は、(2)の説明を求められたときは、令和５年８月３日（木）までに説明

を求めた者に対し理由説明書を通知する。

第６ 企画提案書作成要領

  企画提案書の提出を依頼された者（以下「企画提案者」という。）は、次に定め

るところにより企画提案書を作成し、提出するものとする。

  １ 提案内容

    企画提案は、次の事項について提案すること。

   (1) 機能について

      ア システムの使いやすさ及びその他の便利な機能等について説明すること。

・稼働状況確認機能（除雪車両の稼働状況の確認）

・警告地点登録機能（マンホール等の注意地点を登録）

・苦情管理機能（苦情要望等の一元管理）

・自動集計機能（日報を自動集計）

・稼働状況報告機能（除雪業者からの報告を電子化し、事務作業の効率化）

・その他システムの機能や操作性について、仕様書に記載された以外の有効

な機能の提案がされているか。（将来の拡張性を考慮し、除雪情報システ

ム以外の機能の提案を含む。）
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   イ 一般公開機能について説明すること。

・一般公開機能について市民がわかりやすいものであるか。

・一般公開ページについて、除雪車両の現在地及び除雪を完了した路線の表

示等に類するものに工夫がされているか。

・アクセス集中時のサーバー強化がされているか。

   ウ セキュリティ対策の確保について説明すること。

・セキュリティに配慮したISMS認証及びPマーク認定の取得状況や運用体制に

ついて明確に示されているか。

   (2) 運用体制

      ア システム運用支援体制について説明すること。

・初期導入時の運用支援体制について明確に示されているか。

   イ その他提案について説明すること。

・システム導入による市民満足度の向上に関わる提案

・システム導入による苦情処理に関わる提案（苦情減少効果など）

      ウ 令和５年度導入コスト、令和６年度以降のランニングコストについて説明す

ること。

  ２ 企画提案書の書式

    企画提案の提出は、企画提案書提出届（様式９）に次の書類を添付して行うこと。

   (1) 企画提案書別紙（会社概要、実績調書及び担当技術者調書等）［任意様式］

   (2) 業務に係る事業費積算内訳［任意様式］

ア 初年度導入費用の内訳がわかるように作成すること。

・システム構築費用（稼働状況確認機能、警告地点登録機能、苦情管理機

能）

・システム構築費用（一般公開機能）

・システム構築費用（自動集計機能、稼働状況報告機能）

・サーバー保守料

・ライセンス料

・保守・サポート料

・スマートフォン端末レンタル料

・登録事務手数料及び通信料

イ ２年目以降の運用費用の内訳がわかるように作成すること。

・サーバー保守料

・ライセンス料

・保守・サポート料
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・スマートフォン端末レンタル料

・登録事務手数料及び通信料

   (3) その他必要な書類

  ３ 記入上の注意事項

   (1) 導入する機能をイメージできるようにすること。

(2) 一般公開機能の工夫点が、分かるようにすること。

   (3) 見積価格の内訳が、分かるように記載すること。

  ４ 提出方法等

   (1) 提出期限：令和５年８月４日（金）午後５時15分まで

   (2) 提出場所：第３に同じ。

(3) 提出方法：持参又は郵送による。（郵送の場合は提出期限に必着とする。）

※ 持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前８時45分から

午後５時15分までとする。郵送の場合は、受付期間内に必着させるとともに、書

留等の配達記録が残る方法を利用するものとする。

   (4) 提出部数：７部

  ５ 企画提案書等の著作権等の取扱い

   (1) 企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するが、当該業務

に伴い生じた著作権等の権利及び物件があるときは、市に帰属する。

(2) 市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があると

きは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるもの

とする。

(3) 提出された企画提案書は、千歳市情報公開条例（平成５年千歳市条例第14号）

の規定により、個人情報、法人情報等で非公開とされる情報を除き、情報公開の

対象となる。

第７ 質疑応答等

(1) 参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合は、次のとおり質疑

応答書により提出すること。

ア 提出書類：質疑応答書（様式５）

    イ 参加表明書 提出期間：令和５年７月18日（火）までの休日を除く、

午前８時45分から午後５時15分まで

企画提案書 提出期間：令和５年７月31日（月）までの休日を除く、

午前８時45分から午後５時15分まで

    ウ 提出場所 第３に同じ。

    エ 提出方法 電話連絡の上、e-mailにより提出すること。
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(2) (1)の質疑応答書は、質問者及び回答日において参加表明書を提出している者

全てに対し、e-mailにより回答するものとする。また、千歳市ホームページ上に

当該回答内容を公表する。

第８ 失格事項

    次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。

   (1) 第４の参加資格要件を満たしていない場合

   (2) 提出書類に虚偽の記載があった場合

(3) 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事

項等の条件に適合しない書類の提出があった場合

   (4) 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

    

第９ 企画提案の審査方法及び評価基準

  １ 審査委員会の設置

  企画提案の審査、評価及び候補者の特定を行うため、千歳市ＧＰＳ除雪情報シス

テム整備業務プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。

  ２ ヒアリング等の実施

  審査委員会において、提案内容をより理解するため、企画提案書に係るプレゼン

テーション及びヒアリングを次のとおり行う。

   

(1) 実施方法

ア １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は説明20分、質疑10分の計30

分とする。

イ 企画提案追加資料の配付は禁止するが、提出された企画提案書と同一の図案

や写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。

      ウ プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて３名までとする。説明者

及び補助者は、オンラインによる参加を可とする。

   エ スクリーン及びプロジェクターは市が用意する。その他パソコン等プレゼン

テーションに必要な機器は、企画提案者が用意すること。

      オ 欠席をした場合は、企画提案書の審査、評価及び特定から除外する。

  (2) 実施日時及び場所

   第５で示した、企画提案書提出依頼時に併せて通知する。

  ３ 評価項目及び評価基準

  企画提案書及びプレゼンテーション等により、次の評価項目について、審査及び

評価を行う。

   (1) 企画提案書、ヒアリング等に関する項目（配点60）

・システムの使いやすさ及びその他の便利な機能等が確保されているか。

・一般公開機能について市民がわかりやすいものであるか。
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・セキュリティ対策が確保されているか。

・システム運用支援体制が確保されているか。

   (2) 見積価格等に関する項目（配点40）

・積算価格や数量が、企画提案に見合ったものとなっているか。

・経済性（導入コスト、ランニングコスト）

  ４ 受注候補者の特定

  審査委員会において、３の審査及び評価により、各委員の評価点の合計を加算し

順位を付け、最も評価点の高い者を受注候補者として特定する。

  この場合において、委員の評価点の合計が最も高い者が複数であるときは、審査

委員会の審議により候補者を特定するものとする。

  ５ 審査結果の通知

(1) 受注候補者を特定したときは、速やかに企画提案者全者に対し、次の事項を通

知するものとする。

      ア 受注候補者

      イ 評価点数

      ウ 受注候補者にあっては、今後の契約手続の旨

エ 受注候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに理

由について説明を求めることができる旨

(2) 受注候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面（様式は

任意）により市長に対し説明を求めることができる。

ア 提出期間：(1)の通知があった日の翌日から５日以内までの休日を除く、午

前８時45分から午後５時15分まで

      イ 提出場所：第３に同じ

ウ 提出方法：持参又は郵送による。（郵送の場合は提出期限に必着とする。）

※ 持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前８時45分か

ら午後５時15分までとする。郵送の場合は、受付期間内に必着させるととも

に、書留等の配達記録が残る方法を利用するものとする。

(3) 市長は、(2)の説明を求められたときは、(2)の通知を受け取った日の翌日から

５日以内に説明を求めた者に対し理由説明書を通知する。

  ６ 審査結果の公表

    受注候補者を特定したときは、次の事項を公表するものとする。

   (1) 受注候補者及び評価点数

   (2) 全ての企画提案者の評価点数（ただし、受注候補者以外の名称は秘匿とす

る。）

   (3) 受注候補者の特定理由
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第10 契約に関する基本事項

  １ 契約の締結

  受注予定者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、当該業務仕

様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴収し随意契約の方法によ

り契約を締結する。

  ２ 契約保証金

    要する。ただし、千歳市契約規則（昭和39年千歳市規則第27号）第27条各号の規

定に該当する場合は免除する。

  ３ 契約書作成の要否

要する。

  ４ 支払条件

後払いとする。

第11 その他

  １ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

  ２ 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担と

する。

  ３ 提出された書類は、返還しない。

  ４ 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。

５ 再委託の禁止

   当該業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせることは認めない。また、当

該業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書

面により市の承諾を得なければならない。

６ 物品の調達や再委託が必要な場合は、市内企業を活用するなど、地域への人的・

物的貢献に努めること。
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第12 スケジュール

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。

実施内容 実施期間又は期日

参加表明書の提出 令和５年７月６日（木）から令和５年７月21日（金）まで

参加資格要件確認結果

通知及び企画提案書提

出依頼

令和５年７月26日（水）

質問書の受付
令和５年７月６日（木）から令和５年７月31日（月）まで

なお、質問の回答は随時行う

企画提案書の提出 企画提案書提出依頼日から令和５年８月４日（金）まで

ヒアリング等
令和５年８月22日（火）予定

（企画提案書提出依頼と併せて通知）

企画提案書審査結果の

通知
令和５年８月28日（月）予定

契約締結 令和５年９月中旬予定


